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倉
遺
文
』
　
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
　
の
用
法

1
「
所
詮
」
　
の
読
み
に
つ
い
て

2
「
所
詮
」
と
文
書
の
種
類
の
関
係

の
下
達
文
書
に
お
け
る
「
所
詮
」

拗
上
申
文
書
に
お
け
る
「
所
詮
」

の
用
法

の
用
法

四
　
古
文
書
以
外
の
文
献
に
お
け
る

五
　
お
わ
り
に

「
所
詮
」
　
の
用
法

一
は
じ
め
に

「
所
詮
」
は
、
も
と
も
と
は
仏
教
語
で
あ
る
。
「
能
詮
」
に
対
す
る
言
葉
で
、
「
仏
教
語
大
辞
典
」
（
昭
和
5
0
年
、
東
京
書
籍
株
式
会
社
）
に
よ
る

と
「
能
詮
」
が
「
経
典
に
説
か
れ
る
意
義
内
容
を
表
す
文
句
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
所
詮
」
は
「
①
経
文
の
文
句
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
　
の
用
法
に
つ
い
て
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る
こ
と
わ
り
。
あ
ら
わ
さ
れ
た
事
が
ら
。
②
究
極
。
最
後
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
。
」
と
あ
る
名
詞
用
法
の
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、

こ
の
「
所
詮
」
は
話
者
の
あ
き
ら
め
の
心
情
を
含
ん
だ
「
結
局
」
「
要
す
る
に
」
「
ど
う
せ
」
と
い
う
意
味
で
、
多
く
の
場
合
否
定
の
辞
と
共

に
用
い
ら
れ
、
副
詞
的
用
法
の
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
②
の
意
味
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

文
献
上
で
こ
の
現
在
の
意
味
用
法
に
つ
な
が
る
「
結
局
」
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
の
意
味
で
「
所
詮
」
の
用
例
が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
は
、
鎌
倉
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
も
日
記
・
随
筆
・
物
語
等
の
文
学
仮
作
品
で
は
な
く
、
古
文
書
が
中
心
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
古
文
書

の
中
で
も
下
知
状
。
下
文
等
や
申
文
・
陳
状
等
に
偏
っ
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
は
鎌
倉
時
代
前
期
の
「
所
詮
」
の
用
法
を
検
討
す
る
た
め
に
、
『
鎌
倉
遺
文
』
第
一
巻
か
ら
第
十
五
巻
（
文
治
元
年
（
二

八
五
）
～
文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）
）
ま
で
の
二
八
六
四
件
の
古
文
書
を
対
象
資
料
と
し
、
「
所
詮
」
の
使
用
さ
れ
る
文
書
の
種
類
と
用
法
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
古
文
書
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
文
書
様
式
と
使
用
語
彙
の
関
係
を
考
え
る
一
階
梯
と
し
た
い
。

二
　
『
「
平
安
遺
文
』
に
み
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法

「
所
詮
」
の
初
出
は
管
見
の
範
囲
で
は
　
「
本
朝
文
粋
」
に
収
載
さ
れ
た
散
位
正
六
位
上
菅
原
朝
臣
淳
茂
の
対
を
早
L
と
す
る
（
『
本
朝
文
粋
』

巻
第
三
　
鳥
獣
言
語
）
。
延
喜
八
年
（
九
〇
八
）
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
用
法
は
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
副
詞
的
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。

①
彿
－
語
錐
レ
ー
無
二
と
）
二
」
二
・
諸
－
機
　
所
レ
撃
法
1
蔵
既
（
に
）
有
八
－
苗
。
（
久
遠
寺
本
、
建
治
二
年
写
清
原
教
隆
加
点
）

（
釈
尊
の
説
き
給
ひ
し
教
は
、
唯
一
に
し
て
二
三
な
し
と
錐
も
、
衆
生
の
機
縁
に
利
鈍
あ
る
が
為
め
に
、
所
説
の
法
自
ら
種
々
と
な
り
て
八
萬
の
多

き
に
及
び
き
。
）
　
（
『
本
朝
文
粋
註
釈
　
上
』
柿
村
重
松
　
冨
山
房
　
昭
和
五
十
七
年
新
修
第
3
版
）

こ
れ
を
早
い
例
と
し
て
、
そ
の
他
、
確
例
と
し
て
兄
い
だ
さ
れ
る
の
は
平
安
時
代
で
は
、
『
平
安
遺
文
』
に
み
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
こ
の
場



（1）

合
も
「
所
詮
」
は
副
詞
的
用
法
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
の
二
例
は
官
宣
旨
や
八
条
院
庁
牒
に
引
用
さ
れ
た
解
状
の
例
で
あ
る
。
（
以
下
の
『
平

安
遺
文
』
　
の
用
例
は
、
東
京
大
学
史
科
編
纂
所
平
安
時
代
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
。
）

②
右
、
得
二
彼
国
守
藤
原
朝
臣
信
経
今
日
日
解
状
一
個
、
謹
検
二
案
内
二
中
略
）
所
詮
者
任
二
院
御
庄
例
」
可
レ
弁
二
済
段
別
見
米
三
斗
乏
由
、

被
レ
下
二
宣
旨
」
官
使
国
使
相
共
欲
レ
加
二
催
促
一
者
、
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
宗
柿
宣
、
奉
レ
　
勅
、
依
レ
話
者
、
（
平
安
遺
文
二
六
五
五
　
官
宣

旨
案
　
久
安
四
年
（
二
四
八
）
十
月
二
十
九
日
引
用
解
状
）

③
右
、
彼
所
司
等
今
月
十
一
日
解
状
偶
、
挙
痍
案
内
一
（
中
略
）
耐
謝
覚
典
・
仁
禅
等
不
当
之
相
伝
、
彼
此
是
非
之
有
無
、
敢
以
不
レ
可
レ
入

也
、
御
願
財
主
仙
院
御
進
止
也
、
（
中
略
）
望
請
庁
裁
、
為
レ
停
二
止
後
代
之
牢
籠
」
欲
レ
賜
二
庁
御
下
文
レ
奏
者
（
平
安
遺
文
補
一
二
四
　
八

候
院
庁
牒
案
安
元
三
年
（
二
七
七
）
　
五
月
二
十
一
日
引
用
解
状
）

こ
れ
ら
の
「
所
詮
」
は
、
②
は
、
「
権
門
の
庄
民
が
東
大
寺
庄
出
作
公
田
の
官
物
三
斗
を
規
定
通
り
納
め
ず
、
国
守
が
何
度
か
下
文
を
出
し

た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
の
で
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
所
詮
）
、
宣
旨
を
出
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
解
状
で
あ
る
。
ま
た
、
③
は
、
「
醍
醐

寺
所
司
が
、
蔓
陀
羅
寺
の
覚
典
と
仁
禅
を
相
手
と
し
て
、
度
重
な
る
大
智
院
領
田
の
不
当
な
相
続
に
対
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
所
詮
）
、
そ

の
相
伝
は
無
効
で
あ
る
と
い
う
院
庁
下
文
を
出
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
結
論
を
述
べ
る
前
に
「
所
詮
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
『
平
安
遺
文
』
　
に
は
、
次
の
④
～
⑩
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
で
き

る
も
の
で
あ
る
。
先
の
解
状
以
外
に
、
間
注
記
に
4
例
（
例
④
⑤
⑧
⑨
）
、
下
文
に
1
例
（
例
⑥
）
、
祭
文
に
1
例
（
例
⑦
）
、
源
頼
朝
の
書
状
に

1
例
（
例
⑩
）
見
ら
れ
る
。
い
づ
れ
も
、
結
論
を
導
く
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
　
の
用
法
に
つ
い
て

五
四
七
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④
所
詮
l
川
寺
家
ニ
ハ
任
二
先
例
薩
遁
レ
天
、
所
＝
罷
過
也
、
毎
度
二
分
明
宣
罷
下
草
不
レ
候
ス
、
国
ニ
モ
憶
二
三
斗
ヲ
催
取
レ
ル
納
帳
ヲ
可
二
進
撃

也
、
（
平
安
遺
文
二
六
六
四
　
東
大
寺
僧
覚
仁
・
伊
賀
国
日
代
中
原
利
宗
間
注
記
案
　
久
安
五
年
（
二
四
九
）
五
月
六
日
）

⑤
耐
謝
司
東
大
寺
庄
領
本
免
廿
五
町
外
、
於
二
加
納
甲
ハ
可
レ
准
手
公
田
率
法
乏
由
、
数
代
宣
旨
明
鏡
也
（
平
安
遺
文
二
六
六
七
　
伊
賀
国
日

代
中
原
利
宗
・
東
大
寺
僧
寛
仁
重
間
注
記
　
久
安
五
年
（
二
四
九
）
六
月
）

⑥
酬
謝
於
二
不
法
之
給
睾
者
、
為
二
社
家
之
沙
汰
彿
レ
改
二
替
之
」
於
二
年
々
犯
用
之
所
当
嘉
、
責
二
渡
干
社
家
」
可
レ
被
レ
致
二
其
勤
之
臭
、
（
平

安
遺
文
三
五
三
五
　
肥
前
国
留
守
所
下
文
案
　
嘉
応
二
年
（
二
七
〇
）
三
月
十
日
）

⑦
但
蘭
謝
劃
、
件
高
殿
庄
事
、
召
二
対
両
方
一
被
レ
決
二
真
偽
一
者
、
三
賛
含
レ
咲
、
神
明
成
レ
悦
欺
、
仇
謹
所
レ
請
神
判
如
件
、
（
平
安
遺
文
四
八
七

一
僧
欣
西
祭
文
案
　
嘉
応
二
年
（
二
七
〇
）
　
四
月
十
五
日
）

（
之
カ
）

⑧
刺
謝
苛
帯
二
庁
軍
下
二
向
国
」
任
レ
例
話
取
華
、
更
無
二
其
訴
」
然
者
使
替
否
事
、
囲
全
不
二
知
給
了
一
候
也
と
申
（
平
安
遺
文
三
六
〇
六
　
土

佐
国
雑
掌
　
紀
頼
兼
主
殿
寮
沙
汰
人
伴
守
方
間
注
記
　
承
安
二
年
（
二
七
二
）
九
月
）

⑨
蘭
謝
遣
二
御
使
一
、
被
レ
披
二
検
寺
家
訴
申
田
地
七
国
司
披
陳
無
二
其
隠
蔽
欺
と
申
、
（
平
安
遺
文
三
九
九
八
　
後
白
河
院
庁
公
文
所
間
注
記
案

養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
　
八
月
十
八
日
）

⑱
耐
謝
、
可
レ
依
二
　
院
御
定
也
。
於
二
信
兼
学
者
、
義
経
沙
汰
也
（
平
安
遺
文
補
四
一
六
源
頼
朝
書
状
寿
永
三
年
（
二
四
八
）
四
月
十
一

日
）

こ
こ
で
一
つ
気
づ
か
れ
る
の
は
、
9
例
中
5
例
が
「
所
詮
ハ
」
（
「
所
詮
者
」
）
と
「
ハ
」
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ハ
」

を
伴
う
例
は
、
『
鎌
倉
遺
文
』
巻
一
～
巻
十
五
に
も
2
4
例
見
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
「
ハ
」
の
有
無
に
よ
る
明
確
な
差
異
を
兄
い
だ
す
こ
と

が
で
き
な
い
。
従
っ
て
今
回
は
「
ハ
」
の
有
無
を
問
題
に
せ
ず
一
括
し
て
扱
う
こ
と
に
す
る
。



三
　
鎌
倉
遺
文
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法

1
　
「
所
詮
」
　
の
読
み
に
つ
い
て

管
見
の
範
囲
で
「
所
詮
」
の
読
み
が
明
ら
か
な
例
は
、
先
に
初
出
の
例
と
し
て
挙
げ
た
『
本
朝
文
粋
』
の
散
位
正
六
位
上
菅
原
朝
臣
淳
茂

の
対
に
つ
け
ら
れ
た
清
原
教
隆
の
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
の
読
み
で
あ
る
。
「
所
詮
」
を
読
み
下
し
て
「
詮
（
セ
ム
）
ス
ル
ト
コ
ロ
」
と
し
て

い
る
。
『
平
安
遺
文
』
に
は
読
み
の
明
ら
か
な
例
は
兄
い
だ
せ
な
か
っ
た
が
、
『
鎌
倉
遺
文
』
で
は
こ
の
読
み
下
し
た
形
の
仮
名
書
き
例
が
散

見
す
る
。
仮
名
書
き
の
例
が
見
ら
れ
る
の
は
、
す
べ
て
仮
名
文
書
に
お
い
て
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

⑪
タ
ゝ
ク
チ
こ
テ
商
売
阿
弥
陀
物
ト
ト
ナ
エ
バ
、
コ
ヱ
ニ
ッ
キ
テ
、
決
定
往
生
ノ
オ
モ
ヒ
ヲ
ナ
ス
へ
シ
、
（
中
略
）
詮
ス
ル
ト
コ
ロ
バ
、
タ
ゝ

ト
ニ
モ
カ
ク
ニ
モ
、
念
仏
シ
テ
往
生
ス
ト
イ
フ
事
ヲ
ウ
タ
カ
ハ
ヌ
ヲ
、
深
心
ト
ハ
ナ
ツ
ケ
テ
候
ナ
リ
（
鎌
倉
遺
文
一
四
六
〇
　
源
空
書
状

元
久
元
年
　
（
一
二
〇
四
）
）

⑫
犬
廿
を
ハ
女
子
こ
ゆ
つ
り
た
ふ
へ
く
候
、
か
つ
ハ
五
十
一
箇
條
に
も
、
所
領
ハ
を
や
の
こ
ゝ
ろ
こ
ま
か
す
へ
き
よ
し
み
得
て
候
、
せ
咄

す
る
と
こ
ろ
、

故
明
政
入
道
か
ゆ
つ
り
に
ま
か
せ
て
、
政
親
か
濫
妨
を
と
ゝ
め
て
、
光
蓮
一
向
に
進
退
領
掌
す
へ
き
よ
し
、
御
下
文
を

申
賜
ら
む
と
お
も
ひ
候
（
鎌
倉
遺
文
五
二
一
七
　
尼
光
蓮
申
文
案
　
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
三
月
十
二
日
）

⑪
は
仏
教
の
教
え
の
中
で
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
念
仏
を
す
れ
ば
往
生
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
⑫
は
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
政
親
の
濫
妨

を
止
め
る
下
文
を
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
裁
許
要
請
文
言
の
前
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
漢
字
表
記
の
「
所
詮
」
の
場
合
も

同
様
で
あ
り
、
漢
字
表
記
で
あ
っ
て
も
読
み
下
し
た
仮
名
表
記
を
混
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
も
の
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
漢
字
書
き
の
文
書
に
お
い
て
も
そ
の
文
字
構
成
か
ら
「
シ
ョ
セ
ン
」
で
は
な
く
、
読
み
下
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
で
き

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て

五
四
九
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る
例
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
⑩
の
藤
原
友
秀
詩
文
に
は
「
所
詮
候
」
と
あ
り
、
「
候
」
の
存
在
か
ら
「
セ
ン
ジ
候
ウ
ト
コ
ロ
」
と
読
ま
れ

た
と
推
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

⑬
如
レ
此
致
二
口
（
種
カ
）
く
狼
籍
板
之
條
、
未
曽
有
之
勝
事
候
、
委
細
□
（
旨
カ
）
、
先
度
具
令
二
言
上
テ
、
蘭
薗
側
、
被
レ
停
止
＝
前
地
主

□
（
五
カ
）
郎
兵
衛
尉
定
俊
之
押
妨
」
任
二
関
東
御
教
書
之
旨
」
蒙
二
□
（
御
カ
）
成
敗
」
於
レ
如
二
先
例
之
上
分
米
一
者
、
無
l
蓮
乱
一
可
レ
致

二
其
沙
汰
一
候
（
鎌
倉
遺
文
九
三
四
三
　
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
九
月
一
日
）

さ
ら
に
、
「
所
詮
候
」
を
仮
名
交
り
で
「
せ
ん
じ
候
と
こ
ろ
」
と
し
た
例
も
み
ら
れ
る
。
次
の
快
真
書
状
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

⑭
ほ
う
こ
う
く
ち
せ
す
候
へ
ハ
、

い
つ
れ
も
お
な
し
事
な
れ
ハ
、
あ
て
く
た
さ
る
～
よ
し
き
こ
え
候
き
、
せ
ん
し
候
こ
と
ろ
（
と
こ
ろ
）
御

り
や
う
の
事
も
、
は
り
か
わ
の
ち
の
事
も
、
ひ
ん
き
よ
く
、
し
た
い
に
ち
ん
し
申
さ
れ
候
て
、
い
よ
く
を
そ
れ
申
さ
る
～
や
う
に
た

に
も
候
は
～
、
い
つ
れ
も
ミ
ち
ま
か
り
候
や
う
二
俣
ぬ
と
こ
そ
お
ほ
へ
候
へ
　
（
鎌
倉
遺
文
四
八
一
二
　
文
暦
二
年
カ
（
一
二
三
五
）
八
月
十

九
日
）

こ
の
よ
う
に
漢
字
表
記
「
所
詮
」
を
読
み
下
し
た
形
と
な
る
例
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
仮
名
書
き
の
場
合
の
平
仮
名
・

片
仮
名
は
区
別
な
く
一
括
し
て
扱
い
、
（
　
）
　
内
の
漢
数
字
は
『
鎌
倉
遺
文
』
　
の
文
書
番
号
を
表
し
て
い
る
。

a
詮
す
る
所
／
詮
す
る
と
こ
ろ
　
（
セ
ン
ズ
ル
ト
コ
ロ
）

書
状
一
四
件
（
＊
一
四
六
〇
二
四
六
二
・
一
四
九
二
五
三
一
七
・
＊
七
九
五
四
・
＊
八
〇
三
二
・
＊
八
〇
三
三
・
＊
八
三
〇
六
・
＊
八
七
六

一
以
上
の
五
件
は
親
鸞
書
状
。
七
八
九
九
・
七
九
一
八
・
七
九
二
二
・
七
九
五
四
・
八
五
八
五
以
上
五
件
は
日
蓮
書
状
。
）



注
進
状
一
件
（
＊
九
一
二
八
）

（
＊
印
は
、
「
セ
ン
ズ
ル
ト
コ
ロ
は
」
の
よ
う
に
「
は
」
が
あ
る
も
の
。
以
下
同
じ
。
）

b
せ
ん
す
る
所
／
せ
ん
す
る
と
こ
ろ
（
セ
ン
ズ
ル
ト
コ
ロ
）

書
状
三
件
（
四
三
五
七
・
九
二
八
・
＊
二
八
〇
〇
）

申
文
一
件
（
五
二
一
七
）

陳
状
一
件
（
七
二
五
）

寄
進
状
一
件
（
八
八
〇
四
）

譲
状
一
件
（
一
〇
五
七
三
）

C
所
詮
候
（
セ
ン
ジ
ソ
ウ
ロ
ウ
ト
コ
ロ
）

書
状
四
件
（
七
六
七
二
・
＊
九
六
二
四
・
一
〇
七
二
九
・
二
八
一
八
）

請
文
一
件
（
九
三
四
三
）

d
せ
ん
じ
候
と
こ
ろ
　
（
セ
ン
ジ
ソ
ウ
ロ
ウ
ト
コ
ロ
）

書
状
三
件
（
四
八
一
二
・
六
〇
三
九
二
〇
四
〓
）

申
文
二
件
（
八
三
九
〇
・
二
四
七
三
）

陳
状
一
件
（
＊
九
四
六
三
）

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
仮
名
書
き
の
例
は
書
状
に
多
く
、
ま
た
、
C
の
「
所
詮
候
」
を
除
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
が
仮
名
書
状
で
見

ら
れ
る
。

一
方
、
「
シ
ョ
セ
ン
」
と
い
う
漢
字
音
で
読
ま
れ
た
例
は
、
室
町
時
代
の
狂
言
類
や
『
日
葡
辞
書
』
に
至
る
ま
で
確
例
は
見
出
せ
な
い
。
『
色

葉
字
類
抄
』
に
は
「
元
所
詮
」
に
「
シ
ョ
セ
ン
ナ
シ
」
と
い
う
仮
名
が
付
さ
れ
て
お
り
（
下
8
5
ウ
2
）
、
音
読
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
一
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五
二

こ
の
場
合
の
「
シ
ョ
セ
ン
ナ
シ
」
は
一
語
化
し
た
も
の
で
あ
り
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
「
結
局
」
「
つ
ま
る
と
こ

ろ
」
「
要
す
る
に
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
に
は
「
所
詮
」
が
七
例
存
し
、
そ
の
う
ち
音
合
符
の
つ
い
た
も

の
が
一
例
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
も
「
若
又
効
－
験
ナ
ク
ハ
、
面
－
謁
二
所
－
詮
ナ
カ
ル
ベ
シ
」
（
第
二
本
　
7
1
ウ
）
と
い
う
「
シ
ョ
セ
ン
ナ

シ
」
の
例
で
あ
る
。
延
慶
本
の
音
合
符
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
が
、
「
結
局
」
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
等
の
意
味
で
用

い
ら
れ
た
「
シ
ョ
セ
ン
」
の
確
例
は
見
出
し
得
な
い
。
し
か
し
、
『
日
葡
辞
書
』
で
は
「
舛
○
莞
n
．
シ
ョ
セ
ン
（
所
詮
）
遂
に
、
ま
た
は
、
結
局
」

（
「
『
訳
日
葡
辞
書
』
に
よ
る
。
）
と
し
て
音
読
の
見
出
し
語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
音
読
の
可
能
性
も
否
定
は
で

き
な
い
。

ま
た
、
次
の
表
1
は
、
そ
の
表
記
別
に
年
代
ご
と
の
用
例
数
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
仮
名
書
き
の
例
が
散
見
さ
れ
る
の
は
、
一
二
三
〇
年

代
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。

表
1せ

ん

す 詮

詮

す

る 所

所

詮
侯 所

所

詮

代記

年

表

る す 所 詮 詮

所 る ／ 侯 者

／

と

こ
ろ

所

は

と

こ

ろ

、ま ／

ハ

0 0 0 0 0 3 5
～5

0

8

0

1

2

1

1

0 2 1 0 0 1 21
～1

0

0

1

2

2

1

1

0 0 0 0 0 1 81
～1

0

1

2

2

2

1

1

0 0 0 0 0 3 62
～1

0

2

3

2

2

1

1

1 0 0 0 0 4 16
～1

0

3

4

2

2

1

1

2 0 0 0 0 1 95
～1

0

4

5

2

2

1

1

1 5 5 0 1 0 15
～1

0

5

6

2

2

1

1

3 2 3 1 2 3 7nu

～0

0

6

7

2

2

1

1

0 0 0 0 1 2 56
～5

0

7

0

2

2

1

1

7 9 9 1 4 81 4nHu
4 計



計

せ

ん

せ
ん

し せ
し 侯 ん
侯 と す
と

こ

ろ
は

こ る
所

は

ろ

8 0 0 0

61 0 0 0

91 0 0 0

92 0 0 0

006 0 1 0

26 0 1 0

56 0 2 0

32 1 1 0

07 0 1 1

0nLHH
u

4 1 6 1

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
「
所
詮
」
の
よ
み
方
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
前
期
に
は
音
読
と
読
み
下
し
と
の
両
方
で
読
ま
れ
た
可
能
性
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
仮
名
衷
記
の
読
み
下
し
が
現
れ
る
の
も
一
二
三
〇
年
代
以
降
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ
れ
ら
の
仮
名
書
き
の
例
は
親
鸞
・
日
蓮
の
書

状
に
多
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

2
　
「
所
詮
」
と
文
書
の
種
類
の
関
係

先
の
表
l
を
見
る
と
、
漢
字
表
記
の
「
所
詮
」
が
4
0
4
例
と
最
も
多
い
こ
と
と
、
そ
の
用
例
数
は
一
二
三
〇
年
代
か
ら
増
加
傾
向
に
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
。
で
は
、
こ
の
「
所
詮
」
は
ど
の
よ
う
な
文
書
に
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
所
詮
」
の
見
ら
れ
る
文
書
を
、
大
き
く
、
下
達

文
書
・
上
申
文
書
・
証
文
類
・
書
状
・
そ
の
他
に
分
け
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

A
下
達
文
書

下
知
状
川
誓
御
教
書
亜
・
下
文
㌘
奉
書
は
・
施
行
状
7
・
寄
進
状
6
・
書
下
5
・
過
文
4
・
院
宣
4
・
充
行
状
2
・
令
旨
2
・
裁
許

状
1
・
遵
行
状
1
・
国
司
庁
宣
1
・
宣
旨
1
・
定
文
1
・
安
堵
状
1

B
上
申
文
書

中
文
6
0
・
陳
状
2
7
・
請
文
2
4
・
注
進
状
1
0
・
解
文
1
3
・
訴
状
4
・
牒
4
・
愁
状
3
・
申
詞
記
3
・
勘
文
3
・
言
上
状
2
・
間
注
状
1
・

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
三
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紛
失
状
1
・
評
定
1
・
会
議
状
1
・
衆
議
状
1
・
目
安
状
1

C
証
文
類

譲
状
5
・
置
文
2
・
大
間
帳
1
・
去
状
1
・
和
与
状
1

D
書
状
8
2
　
（
う
ち
1
0
例
は
親
鸞
書
状
、
1
3
例
は
日
蓮
書
状
）

E
そ
の
他

起
請
文
3
・
式
目
2
・
日
記
1

以
上
の
よ
う
に
、
「
所
詮
」
は
各
種
文
書
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
、
そ
の
用
例
数
が
多
く
、
幅
広
い
年
代
に
わ
た
っ
て
「
所
詮
」

の
見
ら
れ
る
文
書
は
、
A
下
達
文
書
で
は
下
知
状
・
御
教
書
・
下
文
に
、
B
上
申
文
書
で
は
申
文
・
陳
状
・
請
文
に
偏
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
右
に
挙
げ
た
文
書
の
中
で
、
「
所
詮
」
の
用
例
数
が
5
例
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
、
文
書
の
種
類
別
に
文
書
数
と
「
所
詮
」
の
用

例
数
、
及
び
文
書
数
に
対
す
る
「
所
詮
」
の
使
用
割
合
（
％
、
表
中
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
斜
体
で
表
示
）
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
下
達
文
書
を

表
2
、
上
申
文
書
を
表
3
、
参
考
と
し
て
書
状
を
表
4
に
ま
と
め
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
年
代
に
よ
る
使
用
割
合
の
変
化
も
あ
わ
せ
て
見
る
た

め
に
、
表
1
と
同
様
に
年
代
を
十
年
ご
と
で
区
切
っ
て
い
る
。

㈲
　
下
達
文
書
に
お
け
る
「
所
詮
」
　
の
用
法

ま
ず
、
下
達
文
書
に
お
い
て
、
「
所
詮
」
が
多
用
さ
れ
る
の
は
下
知
状
で
あ
る
。
下
知
状
は
、
不
利
益
を
蒙
っ
た
当
事
者
が
裁
許
を
求
め
て

訴
え
た
事
柄
に
対
し
、
そ
の
判
決
を
下
す
も
の
で
あ
り
、
御
教
書
・
下
文
も
同
様
で
あ
る
。
下
知
状
の
用
例
数
が
増
加
す
る
の
は
、
次
の
表

2
に
よ
れ
ば
1
2
3
0
年
代
以
降
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
下
知
状
以
外
の
文
書
に
関
し
て
も
、
文
書
数
に
対
す
る
「
所
詮
」
の
使
用
割
合

が
、
や
は
り
一
二
三
〇
年
代
を
境
と
し
て
そ
れ
ま
で
よ
り
も
若
干
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
下
達
文
書
に
お
い
て
「
所
詮
」
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
⑮
の
例
は
、
鎌
倉
時
代

初
期
の
例
で
、
百
姓
の
出
し
た
解
状
の
内
容
に
対
し
て
幕
府
の
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。



鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て
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⑮
一
、
可
下
任
＝
時
貞
法
師
例
一
致
中
沙
汰
上
狩
鮎
川
人
夫
事

右
、
件
人
夫
、
縦
錐
レ
有
二
先
例
」
農
節
之
比
、
無
二
百
姓
煩
乏
様
、
可
レ
有
＝
沙
汰
一
欺
、
蘭
謝
、
可
レ
依
二
時
貞
法
師
之
例
由
、

一
、
可
レ
令
レ
停
止
三
豊
養
時
狩
二
仕
百
姓
於
地
頭
方
一
事

右
、
如
二
百
姓
解
一
者
、
荒
義
之
時
、
令
レ
停
二
止
他
役
一
者
、
公
物
之
弁
無
煩
欺
云
ミ
、
如
二
地
頭
陳
状
一
者
、
十
徐
年
之
間
、
随
二
要
節
【
雄

二
催
仕
」
無
二
其
訴
一
云
く
者
、
蘭
謝
、
同
可
レ
依
二
彼
例
也
、
（
中
略
）

以
前
傑
條
、
大
略
如
レ
此
、
抑
件
庄
為
二
億
進
　
公
家
一
厳
重
用
途
之
地
、
於
レ
事
無
レ
煩
、
可
レ
令
二
土
民
安
堵
一
也
、
凡
地
頭
庄
務
間
事
、

所
耐
謝
、
任
二
前
地
頭
時
貞
法
師
之
例
」
可
レ
致
二
沙
汰
乏
状
、
依
二
鎌
倉
殿
輿
下
知
如
レ
件
、
放
下
　
（
鎌
倉
遺
文
一
七
〇
九
　
関
東
下
知
状

承
元
元
年
　
（
一
二
〇
七
）
　
十
二
月
）

い
ず
れ
の
条
も
、
百
姓
の
訴
え
に
対
し
て
、
地
頭
の
職
務
に
お
い
て
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
所
詮
）
前
地
頭
の
例
に
な
ら
う
べ
L
と
い
う
仰
せ

で
あ
る
。
特
に
箇
条
書
き
の
後
者
の
条
文
は
、
百
姓
の
解
（
訴
状
）
と
地
頭
の
陳
状
の
両
者
を
示
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
所
詮
）
前
例
に
従

う
べ
L
と
、
細
か
い
事
情
を
省
略
し
て
結
論
だ
け
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
結
論
を
示
す
前
に
「
所
詮
」
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
次
の
⑯
の
六
波
羅
御
教
書
の
例
も
、
以
前
の
訴
訟
の
時
に
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
所
詮
）
下
知
状
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
守
ら
れ

て
い
な
い
の
で
、
重
ね
て
訴
え
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
細
か
い
経
緯
は
省
か
れ
下
知
状
の
結
論
だ
け
を
端
的
に
示
す
た
め
に
「
所
詮
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑯
高
野
山
領
備
後
国
大
田
庄
地
頭
非
法
由
事
、
訴
状
望
如
レ
此
、
く
事
先
度
訴
訟
之
時
、
蘭
司
可
レ
被
二
参
決
乏
由
、
錐
レ
令
二
下
知
」
テ

レ
今
不
レ
被
二
遂
其
節
一
之
間
、
重
所
二
訴
申
一
也
（
鎌
倉
遺
文
四
六
一
三
　
六
波
羅
御
教
書
　
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
　
二
月
十
三
日
）



こ
の
よ
う
に
結
論
を
示
す
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
錐
子
細
多
」
（
子
細
多
L
と
錐
も
）
や
「
子
細
錐
区
」
（
子
細
区
々
と
錐
も
）
等
が
「
所

（2）

詮
」
の
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

⑰
大
炊
助
光
行
与
坂
路
八
郎
光
信
相
論
石
川
庄
川
尻
郷
内
蒲
村
事

右
、
披
二
見
訴
陳
状
乏
処
、
雄
二
子
細
多
い
所
司
如
二
光
行
中
義
、

曾
祖
父
光
盛
以
二
当
村
譲
与
二
父
三
太
郎
光
時
乏
問
、
光
時
無
二

相
華
知
行
、
而
譲
二
給
干
光
行
一
、
令
二
死
去
垂
（
鎌
倉
遺
文
八
六
三
七
・
北
条
重
時
下
知
状
　
弘
長
元
年
二
二
六
一
）
三
月
二
十
二
日
）

⑩
右
、
対
決
之
処
、
問
答
之
趣
子
細
錐
レ
区
、
酬
謝
、
当
庄
者
二
位
家
御
時
、
依
＝
父
直
国
勲
功
賞
」
直
時
所
二
宛
給
血
。
（
中
略
）

右
、
彼
此
申
詞
子
細
錐
レ
多
、
所
詮
l
、
所
領
配
分
之
後
、
可
レ
有
二
左
右
夷
、
以
前
候
候
、
依
将
軍
仰
、
下
知
如
件
（
鎌
倉
遺
文
九
〇
九
九

関
東
下
知
状
　
文
永
元
年
二
二
六
四
）
　
五
月
二
十
七
日
）

②
上
申
文
書
に
お
け
る
「
所
詮
」
の
用
法

上
申
文
書
に
お
い
て
「
所
詮
」
の
出
現
割
合
の
高
い
文
書
は
、
申
文
・
解
文
・
陳
状
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
所
領
争
い
や
自
己
の
不
利
益
を
訴
え
て
裁
許
を
仰
ぐ
、
い
わ
ゆ
る
訴
訟
に
関
わ
る
事
を
そ
の
主
な
内
容
と
し
て
い
る
。
名
称

は
異
な
る
が
同
じ
く
訴
訟
関
係
の
文
書
で
あ
る
、
訴
状
・
陳
状
・
愁
状
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
訴
訟
関
連
の
上
申
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」

の
割
合
は
さ
ら
に
高
く
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、
先
の
下
達
文
書
の
下
知
状
等
と
同
じ
く
、
表
3
か
ら
用
例
の
割
合
の
増
加
は
一
二
三
〇

年
代
以
降
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
上
申
文
書
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
「
所
詮
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
使
用
場
面
は
、
訴
状
を
出
す
に
至
っ
た
事
情
や
経
緯
の
説
明
箇
所
の
最
後
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
働
き
は
、
「
所
詮
」
の
後
に
事
の

要
点
を
記
す
場
合
と
裁
許
要
請
を
願
う
文
言
を
導
く
場
合
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
結
論
を
示
す
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
⑩
藤
原
光
定
・

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
七



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究



状書

」詮価 数書文 代年

0 56 0911～5811

ハU

2 24 0021～1911

∩64

8 201 0121～1021

β7
．

5 301 0221～11211

Q
J

〟
－．
4 351 0321～1221

′h
〉

2

9 812 0421～1321

1⊥4

11 681 0521～1421

Q
J

rJ

02 381 0621～1521

Q
J

ハ＝U1J

91 322 0721～1621

r〇β

91 732 5721～1721

ハU00

79 2151 計

〟
7

′0

重
綱
陳
状
は
、
永
宴
の
譲
状
の
正
当
性
を
訴
え
る
申
状
に
対
し
て
、
藤
原
光
定
等
が
反
論
し
た
陳
状
で
あ
る
。
光
定
等
は
自
分
た
ち
の
譲
状

の
正
当
性
と
そ
の
所
有
の
経
緯
を
説
明
し
、
永
宴
の
譲
状
こ
そ
謀
書
だ
と
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
所
詮
）
、
両
者
の
文
書
の
正
文
を
召
し
出

し
て
比
校
す
れ
ば
そ
の
理
非
は
明
ら
か
だ
と
す
る
。
こ
こ
で
「
所
詮
」
は
光
定
側
の
有
す
る
文
書
の
正
当
性
を
説
明
す
る
文
脈
の
中
で
、
具

体
的
な
事
情
を
踏
ま
え
て
最
後
に
自
分
の
正
当
性
を
主
張
す
る
一
文
、
つ
ま
り
結
論
を
導
く
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

⑩
重
遠
譲
二
重
経
」
重
経
譲
二
永
宴
乏
由
令
レ
中
之
條
、
奇
異
之
謀
計
也
、
（
中
略
）
重
綱
者
為
l
患
闇
之
身
∵
水
宴
依
レ
携
二
文
書
」
令
二
忽
諸

一
天
、
所
レ
相
二
構
種
く
之
矯
飾
一
也
、
凡
件
領
□
錐
レ
不
レ
可
レ
及
二
一
口
之
論
」
依
l
轟
所
之
芳
心
一
成
二
給
下
文
」
以
二
其
下
文
一
為
二
置
文
」
令

レ
申
二
鎌
倉
殿
一
之
間
、
蒙
二
御
下
知
一
者
也
、
（
中
略
）
抑
蔵
人
入
道
庄
務
之
刻
、
令
レ
披
二
見
此
文
書
「
之
日
、
祖
父
親
父
等
之
判
行
無
二
疑
殆

乏
由
、
永
宴
令
レ
申
華
、
今
可
レ
及
二
相
論
一
哉
、
酬
謝
者
、
召
二
出
両
方
文
書
之
正
文
等
」
被
二
比
校
」
理
非
顕
然
欺
（
鎌
倉
遺
文
七
九
三
　
建

久
六
年
　
（
一
一
九
五
）
　
五
月
）

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
　
の
用
法
に
つ
い
て

五
五
九
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六
〇

ま
た
、
次
の
⑳
蓮
上
申
状
は
、
田
左
衛
門
入
道
観
蓮
が
蓮
上
の
相
伝
し
て
き
た
所
領
及
び
新
し
い
所
領
を
押
領
し
ょ
う
と
し
て
お
り
、
そ

の
勝
手
な
濫
妨
を
停
止
さ
せ
御
教
書
を
下
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
裁
許
を
願
う
箇
所
で
「
所
詮
」
が
用
い
ら
れ
る
。
文
書

の
最
後
に
裁
許
要
請
の
文
言
（
「
任
道
理
、
…
…
欲
下
賜
御
教
書
」
）
、
つ
ま
り
結
論
を
導
く
こ
と
ば
と
し
て
「
所
詮
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
例
で

あ
る
。⑳

去
年
始
令
二
上
洛
乏
処
、
遂
二
間
注
」
而
後
未
レ
及
二
御
注
進
乏
以
前
、
観
蓮
令
二
下
国
家
、
称
有
二
御
成
敗
」
濫
二
妨
件
名
輿
可
レ
弁
二
加

地
子
乏
由
、
致
二
苛
責
乏
条
、
無
道
之
至
、
何
事
過
レ
勘
（
斯
）
乎
、
（
中
略
）
好
謀
之
企
、
無
レ
物
二
子
取
喩
一
哉
、
蘭
謝
、
任
二
道
埋
」
且

止
二
森
田
武
反
新
儀
押
領
」
且
於
二
秋
成
名
田
一
者
、
停
二
止
自
由
濫
妨
」
憧
可
レ
相
二
随
御
成
敗
一
之
由
、
欲
レ
下
二
賜
　
御
教
書
一
（
鎌
倉
遺

文
八
九
〇
〇
　
弘
長
二
年
　
（
一
二
六
二
）
　
十
一
月
）

四
　
古
文
書
以
外
の
文
献
に
お
け
る
「
所
詮
」
　
の
用
法

「
所
詮
」
は
古
文
書
に
そ
の
用
例
が
多
く
拾
え
た
が
、
古
文
書
以
外
に
は
ど
の
よ
う
な
文
献
に
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
ま
で
に
調
査

（3）

し
得
た
範
囲
で
、
室
町
時
代
ま
で
に
そ
の
使
用
が
確
認
さ
れ
る
も
の
は
以
下
の
文
献
で
あ
る
。

仏
教
書正

法
眼
蔵
随
聞
記
3
　
（
い
づ
れ
も
「
所
詮
ハ
」
）

仏
教
説
話
集

宇
治
拾
遺
物
語
2
、
発
心
集
2
　
（
「
所
詮
」
1
、
「
詮
ず
る
と
こ
ろ
」
1
）
、
十
訓
抄
2
　
（
い
づ
れ
も
「
所
詮
ハ
」
）

軍
記
物
語

延
慶
本
平
家
物
語
7
、
保
元
物
語
4



狂
言
類大

蔵
虎
明
本
狂
言
集
6
　
（
脇
狂
言
類
1
、
大
名
狂
言
類
4
、
出
家
座
頭
類
1
）

キ
リ
シ
タ
ン
関
係
書

こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
地
9
、
ど
ち
り
な
き
り
し
た
ん
　
2

日
記

と
は
ず
が
た
り
1
　
（
「
せ
む
し
候
所
」
）

そ
の
他風

姿
花
伝
1
、
五
音
曲
条
々
1

仏
教
書
や
仏
教
説
話
集
に
見
ら
れ
る
の
は
、
も
と
も
と
「
所
詮
」
が
仏
教
語
で
あ
っ
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
　
の
例
を
以
下
に
掲
げ
る
。

㊧
こ
れ
も
今
は
昔
、
中
納
言
師
時
と
い
ふ
人
、
お
は
し
け
り
。
そ
の
御
も
と
に
、
こ
と
の
は
か
に
色
黒
き
墨
染
め
の
衣
の
短
き
に
、
不
動

袈
裟
と
い
ふ
袈
裟
か
け
て
、
木
練
子
の
念
珠
の
大
な
る
、
繰
り
さ
げ
た
る
聖
法
師
、
入
来
て
立
て
り
。
中
納
言
、
「
あ
れ
は
何
す
る
僧
ぞ
」

と
尋
ね
ら
る
～
に
、
こ
と
の
ほ
か
に
、
声
を
あ
は
れ
げ
に
な
し
て
、
「
仮
の
世
、
は
か
な
く
候
を
、
し
の
び
が
た
く
て
、
無
始
よ
り
こ
の

か
た
、
生
死
に
流
転
す
る
は
、
せ
ん
ず
る
所
、
煩
悩
に
ひ
か
へ
ら
れ
て
、
今
に
か
く
て
、
憂
き
世
を
出
や
ら
ぬ
に
こ
そ
。
是
を
無
益
な

り
と
思
と
り
て
、
煩
悩
を
切
す
て
て
、
ひ
と
へ
に
こ
の
た
び
生
死
の
さ
か
ひ
を
出
な
ん
と
思
と
り
た
る
聖
人
に
候
」
と
い
ふ
。
（
上
六
　
中

納
言
師
時
、
法
師
ノ
玉
茎
検
知
事
、
本
文
は
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
　
に
よ
る
。
）

こ
こ
で
は
、
生
死
の
流
転
の
理
由
を
、
細
か
な
事
情
は
省
略
し
て
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
「
せ
ん
ず
る
所
」
）
煩
悩
の
た
め
で
あ
る
と
、
結
論
部
分

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
　
の
用
法
に
つ
い
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
二

だ
け
を
示
し
て
い
る
。
次
の
⑳
の
例
も
、
鮭
盗
人
の
争
い
の
決
着
方
法
と
し
て
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
（
「
詮
ず
る
所
」
）
互
い
の
懐
を
調
べ
れ
ば
よ

い
と
い
う
結
論
部
分
を
示
し
て
い
る
。

⑳
さ
る
程
に
、
こ
の
鮭
の
綱
丁
、
「
ま
さ
し
く
、
わ
先
生
、
取
り
て
ふ
と
こ
ろ
へ
引
入
れ
つ
」
と
い
ふ
。
大
童
子
は
又
、
「
わ
ぬ
し
こ
そ
、

ぬ
す
み
つ
れ
」
と
い
ふ
時
に
、
此
鮭
に
付
た
る
男
、
「
詮
ず
る
所
、

我
も
人
も
ふ
と
こ
ろ
を
見
ん
」
と
い
ふ
。
大
童
子
「
さ
ま
で
や
は
あ

る
べ
き
」
な
ど
い
ふ
程
に
、
此
男
、
袴
を
ぬ
ぎ
て
、
ふ
と
こ
ろ
を
ひ
ろ
げ
て
、
「
く
わ
、
見
給
へ
」
と
い
ひ
て
、
ひ
し
ひ
し
と
す
。
（
上
一

五
　
大
童
子
、
鮭
ヌ
ス
ミ
タ
ル
事
）

こ
の
よ
う
に
、
古
文
書
以
外
の
文
献
で
も
、
も
の
ご
と
の
経
緯
や
事
情
説
明
が
あ
っ
た
後
、
結
論
を
示
す
前
に
「
所
詮
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
用
法
は
古
文
書
の
用
法
と
大
き
く
隔
た
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
古
文
書
以
外
の
文
献
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
に
つ
い
て
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
の
聖
法
師
や
鮭
盗
人
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
男
の
例
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
所
詮
」
が
用
い
ら
れ
る
の
は
会
話
文
中
だ
と
い
う
こ

（4）

と
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
で
も
用
例
7
例
中
の
6
例
が
会
話
文
‥
心
内
発
話
中
に
見
ら
れ
る
。

⑳
　
忠
盛
朝
臣
の
言
葉

「
我
レ
右
筆
ノ
身
二
非
ズ
。
武
勇
ノ
家
二
生
レ
テ
今
此
恥
二
遇
ム
事
、
家
ノ
為
身
ノ
為
、
心
ウ
カ
ル
ベ
シ
。
蘭
詮
l
身
ヲ
全
シ
テ
君
二
仕
ヨ

ト
云
本
文
ア
リ
。
」
ト
宣
テ
内
々
用
意
ア
リ
ケ
リ
。
（
第
一
本
　
1
7
オ
）

⑳
　
五
条
中
納
言
邦
綱
卿
の
考
え

法
勝
寺
殿
隠
レ
サ
セ
給
テ
後
、
太
政
入
道
二
執
入
テ
、
サ
マ
ザ
マ
ニ
宮
仕
ケ
ル
上
、
ロ
ゴ
ト
ニ
何
ニ
テ
三
種
ヲ
奉
ラ
レ
ケ
レ
バ
、
「
蘭



謝
、
現
世
ノ
得
意
、
此
人
二
過
タ
ル
人
有
マ
ジ
」
ト
テ
子
息
一
人
入
道
ノ
子
1
；
テ
経
邦
ト
申
付
テ
侍
従
二
成
サ
レ
ヌ
。
（
第
一
本
　
7
0

ウ
）

⑳
　
頼
政
の
言
を
渡
部
競
が
代
弁

「
『
（
前
略
）
多
勢
ノ
門
ヲ
打
破
テ
人
々
御
シ
候
ハ
ゞ
、
弥
ヨ
神
威
ノ
程
モ
顕
レ
テ
、
大
衆
ノ
御
威
モ
今
一
気
味
ニ
テ
候
ヌ
ベ
ケ
レ
バ
、
神

輿
ヲ
バ
左
衛
門
ノ
陣
へ
廻
シ
入
奉
ラ
ル
ベ
ウ
モ
ヤ
候
ラ
ム
。
耐
薗
カ
タ
申
候
バ
ン
上
ヲ
猶
破
給
ハ
ゞ
不
力
及
候
。
後
代
ノ
名
惜
ク
候
へ

バ
、
命
ヲ
バ
山
王
大
師
二
奉
り
骸
ヲ
バ
神
輿
ノ
前
ニ
テ
曝
シ
候
ベ
シ
ト
申
セ
』
ト
候
。
」
（
第
一
本
　
9
6
ウ
）

⑳
　
祐
慶
の
言
葉

「
悲
哉
、
此
時
二
当
テ
顕
密
ノ
主
ヲ
失
テ
止
観
ノ
窓
ノ
前
こ
ハ
蛍
雪
ノ
勤
廃
レ
、
三
密
ノ
壇
ノ
上
二
護
摩
ノ
煙
絶
事
、
心
憂
事
二
非
ヤ
。

誠
二
中
途
ニ
シ
テ
留
奉
ル
違
勅
ノ
罪
科
難
ハ
遁
、
所
詮
、
祐
慶
今
度
三
塔
ノ
張
本
二
被
差
テ
、
被
禁
獄
流
罪
、
被
首
ヲ
別
事
、
全
ク
痛

存
ベ
カ
ラ
ズ
。
且
ハ
今
生
ノ
面
目
、
冥
土
ノ
思
出
タ
ル
ベ
シ
」
ト
高
声
二
軍
テ
、
双
眼
ヨ
リ
涙
ヲ
流
ケ
レ
バ
、
　
（
第
一
末
　
9
オ
）

⑳
　
内
府
の
言
葉

「
（
前
略
）
只
末
代
二
生
ヲ
受
テ
、
カ
ゝ
ル
憂
目
ヲ
見
ル
、
重
盛
ガ
果
報
ノ
程
コ
ソ
ロ
惜
候
へ
。
サ
レ
バ
、
所
申
請
猶
御
承
引
ナ
ク
シ
テ
、

御
院
参
可
有
ニ
テ
候
ハ
ゞ
先
重
盛
ガ
首
ヲ
被
召
候
ベ
シ
。
所
詮
l
院
中
ヲ
モ
守
護
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
又
御
共
ヲ
モ
仕
ベ
カ
ラ
ズ
。
所
ハ
申
請

只
首
ヲ
可
二
被
召
ア
リ
。
（
第
一
末
　
4
6
ウ
）

⑳
　
胡
国
の
秋
の
要
望
に
対
し
て
の
武
帝
の
考
え

武
帝
是
ヲ
聞
給
テ
、
「
イ
カ
ヾ
ス
ベ
キ
」
ト
嘆
給
フ
。
「
刺
謝
三
千
ノ
后
ノ
其
形
ヲ
絵
二
書
テ
、
顔
ヨ
キ
ヲ
留
テ
、
ア
シ
キ
ヲ
タ
ハ
ム
」

ト
定
リ
ヌ
。
（
第
一
末
　
9
6
オ
）

ま
た
、
保
元
物
語
・
十
訓
抄
に
お
い
て
も
、
「
所
詮
」
は
同
様
に
会
話
文
中
に
見
ら
れ
る
。
『
発
心
集
』
で
も
「
此
く
の
如
く
難
行
苦
行
し

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
三
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て
、
仏
身
を
得
給
へ
り
と
言
へ
り
。
此
の
事
愚
か
な
る
我
等
が
身
に
は
成
り
が
た
し
。
『
所
耐
魂
い
か
な
る
行
を
し
て
、
い
づ
れ
の
所
を
願
ふ
べ

し
』
と
思
ふ
に
、
過
去
に
経
て
過
ぎ
に
し
天
上
の
楽
し
み
、
何
に
か
は
せ
ん
。
」
（
本
文
は
『
発
心
集
　
本
文
・
自
立
語
索
引
』
清
文
堂
出
版
　
昭

和
六
十
年
に
よ
る
。
）
と
い
う
心
内
発
話
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
考
え
る
と
、
「
所
詮
」
は
会
話
文
の
中
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
多

い
語
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
に
は
古
文
書
以
外
で
は
軍
記
物
に
そ
の
用
例
数
が
多
い
と

い
う
こ
と
は
古
文
書
の
文
章
と
軍
記
物
の
文
章
の
共
通
性
を
考
え
さ
せ
る
。

そ
こ
で
、
会
話
文
中
の
使
用
と
い
う
目
で
再
び
古
文
書
を
見
て
み
る
と
、
『
平
安
遺
文
』
の
用
例
で
九
例
中
五
例
が
そ
れ
に
近
い
例
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
問
注
記
（
四
例
）
及
び
祭
文
（
一
例
）
に
使
用
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
間
注
記
（
も
ん
じ
ゅ
う
き
）
と
は
、
「
平
安
か
ら

鎌
倉
・
室
町
時
代
に
か
け
て
の
裁
判
に
際
し
て
宮
司
が
原
告
・
被
告
両
当
事
者
の
主
張
を
聴
取
す
る
こ
と
」
を
間
注
と
言
い
「
そ
の
結
果
を

（5）

問
答
形
式
で
記
録
し
た
も
の
」
を
い
う
。
こ
れ
は
「
某
申
云
…
…
申
」
等
と
し
て
会
話
の
引
用
形
式
を
と
る
。
ま
た
祭
文
も
、
祭
り
の
時
に

神
に
告
げ
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
も
と
も
と
仏
教
語
で
あ
っ
た
「
所
詮
」
が
本
邦
の
文
献
で
は
会
話
文
中
に
用

い
ら
れ
、
そ
れ
が
古
文
書
と
い
う
文
章
語
の
世
界
に
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
仏
教
の
教
え
を
説
く
と
き
に
使

用
さ
れ
る
「
所
詮
」
が
日
本
語
の
会
話
文
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
取
り

入
れ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
会
話
文
中
に
多
用
さ
れ
て
い
る
「
所
詮
」
が
文
書
と
い
う
文

章
語
の
世
界
に
ど
の
よ
う
に
入
っ
て
き
た
の
か
に
つ
い
て
も
、
今
後
更
に
古
文
書
内
で
の
意
味
用
法
や
使
用
者
の
検
討
も
含
め
て
慎
重
に
考

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
　
お
わ
り
に

本
稿
で
は
文
書
の
様
式
と
用
語
の
関
係
を
考
え
る
手
初
め
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
よ
り
古
文
書
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
「
所
詮
」
を

取
り
上
げ
、
そ
の
読
み
と
増
加
す
る
年
代
、
用
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
今
回
の
資
料
の
範
囲
は
鎌
倉
時
代
前
期
で
あ
り
、
そ
の
範
囲



で
言
え
る
こ
と
は
、
以
下
の
四
点
で
あ
る
。

1
「
所
詮
」
の
読
み
は
鎌
倉
時
代
前
期
に
関
し
て
は
音
読
「
シ
ョ
セ
ン
」
と
読
み
下
し
「
セ
ン
ズ
ル
ト
コ
ロ
」
の
両
者
が
考
え
ら
れ
る
。

2
「
所
詮
」
は
古
文
書
の
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
下
達
文
書
で
は
下
知
・
下
文
・
御
教
書
に
偏
り
、
上
申
文
書
で
は
申
文
・
陳

状
・
解
文
・
訴
状
に
偏
っ
て
現
れ
る
。
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
二
三
〇
年
代
以
降
で
あ
る
。

3
「
所
詮
」
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
に
関
わ
る
内
容
で
、
か
つ
事
情
や
経
緯
の
説
明
が
必
要
な
文
章
中
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
場
合
、
込
み
入
っ
た
事
情
の
結
論
を
「
つ
ま
る
と
こ
ろ
」
「
結
局
」
と
い
う
意
味
で
端
的
に
示
し
た
り
、
上
申
文
書
に
お
い
て
は
事
情
・

経
緯
説
明
を
踏
ま
え
て
結
論
と
な
る
裁
許
要
請
文
言
を
述
べ
る
時
に
も
用
い
ら
れ
る
。

4
古
文
書
以
外
の
文
献
に
お
い
て
、
当
初
見
ら
れ
る
の
が
、
仏
教
系
の
も
の
を
除
け
ば
軍
記
物
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
、
皆
会

話
文
の
中
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
あ
わ
せ
る
と
、
「
所
詮
」
は
会
話
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
が
文
書
の
世
界
に
持
ち
込

ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
ま
た
軍
記
物
の
文
章
と
古
文
書
の
文
章
の
関
連
を
考
え
る
必
要
も
あ
る
。

今
後
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
、
そ
の
上
で
、
下
知
状
等
や
申
文
等
に
お
け
る
「
所
詮
」
に
つ
い
て
さ
ら
に

検
討
を
加
え
た
い
。
そ
の
際
、
「
所
詮
」
が
一
二
三
〇
年
以
降
に
増
加
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
「
下
知
状
」
に
集
中
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
下
知
状
は
平
安
時
代
以
来
の
公
家
の
文
書
様
式
を
踏
襲
し
た
下
文
・
御
教
書
を
元
に
、
鎌
倉
幕

府
が
作
り
出
し
た
新
し
い
様
式
の
下
達
文
書
で
あ
る
。
下
文
が
所
職
の
恩
給
・
所
領
譲
与
の
安
堵
を
す
る
文
書
に
対
し
て
、
下
知
状
は
そ
れ

に
加
え
て
訴
訟
の
判
決
・
守
護
使
不
人
等
の
特
権
付
与
二
般
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
制
札
・
紛
失
状
を
そ
の
主
な
内
容
と
す
る
文
書
で

（6）
あ
る
。
こ
の
新
し
い
様
式
の
下
知
状
に
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
古
文
書
の
文
章
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
所
詮
」
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
何
を

意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
が
、
今
後
、
「
所
詮
」
の
前
後
の
文
脈
の
検
討
や
文
書
作
成
者
・
前
代
の
同
内
容
の
下

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
五
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文
・
御
教
書
と
の
文
章
比
較
・
古
記
録
類
の
調
査
等
を
通
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
の
様
式
と
用
語
の
関
係
を
考
え
て
い
き
た
い
。

古
記
録
に
は
「
小
右
記
」
に
二
例
見
ら
れ
る
が
、
逸
文
と
い
う
こ
と
や
書
写
年
代
に
問
題
が
あ
る
た
め
確
例
と
し
て
は
採
用
し
て
い
な
い

こ
れ
ら
は
、
下
知
状
に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で
、
類
型
的
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
「
枝
葉
雑
多
」

（
枝
葉
多
L
と
錐
も
）
　
と
言
う
表
現
も
見
ら
れ
る
。

（
3
）
　
「
所
詮
」
の
確
認
で
き
な
い
文
献
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
調
査
は
索
引
を
用
い
て
行
っ
た
が
、
一
々
の
索
引
名
は
割
愛
す
る
。

和
化
漢
文
作
品

古
事
記
、
日
本
書
紀
、
風
土
記

物
語竹

取
物
語
、
伊
勢
物
語
、
大
和
物
語
、
宇
津
保
物
語
、
平
中
物
語
、
落
窪
物
語
、
源
氏
物
語
、
狭
衣
物
語
、
堤
中
納
言
物
語
、
浜
松
中
納
言
物
語
、

唐
物
語
、
松
浦
宮
物
語
、
今
鏡
、
と
り
か
え
ぼ
や
物
語
、
水
鏡
、
増
鏡

日
記
・
随
筆

土
佐
日
記
、
購
蛤
日
記
、
枕
草
子
、
和
泉
式
部
日
記
、
紫
式
部
日
記
、
更
級
日
記
、
讃
岐
典
日
記
、
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
、
方
丈
記
、
た
ま
き

は
る
、
閑
居
友
、
海
道
記
、
東
関
紀
行
、
中
務
日
記
、
竹
む
き
が
記
、
徒
然
草

軍
記
物
語

平
治
物
語

仏
教
関
係
書

法
華
百
座
間
書
抄
、
三
教
指
帰
注
、
明
恵
上
人
夢
之
記
、
却
廃
忘
記
、
光
言
句
義
釈
聴
集
記

説
話
集

日
本
霊
異
記
、
今
昔
物
語
集
、
三
宝
絵
詞
、
古
本
説
話
集
、
沙
石
集



漢
詩
文
集

和
漢
朗
詠
集
、
千
載
佳
句
、
菅
家
文
章
、
菅
家
後
集
、
凌
雲
集
、
文
筆
秀
麗
集
、
田
氏
家
集
、
本
朝
麗
藻
、
紀
長
谷
雄
詩
文
集
、

往
来
物

高
山
寺
本
古
往
来
、
雲
州
往
来

古
記
録

御
堂
関
自
記
、
小
右
記
、
源
通
親
日
記
、
源
家
長
日
記
、
軍
水
三
年
版
吾
妻
鑑
巻
第
二

そ
の
他

無
名
草
子

（
4
）
　
残
る
1
例
は
、
木
曽
義
仲
の
牒
状
に
対
す
る
山
門
衆
徒
の
詮
議
の
結
論
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
話
し
合
い
の
内
容
を
述
べ
て
い
る
が
、
全
く
の

会
話
文
で
も
な
く
間
接
話
法
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
「
カ
～
リ
ケ
レ
バ
心
々
ノ
会
議
区
々
也
ケ
レ
ド
モ
、
『
所
詮
我
等
専
奉
祈
金
輪
聖
王
天
長
地

久
、
…
…
速
二
可
住
源
氏
合
力
思
』
之
旨
、
一
同
会
議
シ
テ
返
牒
ヲ
送
ル
」
（
第
三
末
5
0
オ
）

（
5
）
　
『
国
史
大
辞
典
』
「
間
注
記
」
（
植
田
信
広
執
筆
）
の
説
明
に
よ
る
。

（
6
）
　
『
概
説
古
文
書
学
　
古
代
・
中
世
編
』
p
8
0
～
8
8
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
5
年
第
四
刷
）
に
よ
る
。

［
付
記
］

本
稿
は
平
成
十
一
年
度
鎌
倉
時
代
語
研
究
会
の
席
上
で
発
表
し
た
内
容
を
補
足
・
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
小
林
芳
規
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
意
見

を
頂
戴
し
た
。
ま
た
諸
先
輩
方
か
ら
も
有
益
な
る
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

鎌
倉
時
代
前
期
の
古
文
書
に
見
ら
れ
る
「
所
詮
」
の
用
法
に
つ
い
て




